
 

 

 

 

 

 

 ～経済・教育・健康・政治の男女格差～ 

 日本の順位：118位／148か国  
 （2025.6.12 内閣府発表） 

 
 
世界経済フォーラムが、経済、教育、健康、政治の分野毎に
ジェンダー・ギャップ指数を算出しています 
ジェンダー・ギャップ指数とは、各国における男女格差を数
値化したもので、賃金格差や政治への参加など、複数の観
点から男女格差をはかり、各国が男女格差を把握し改善
することを目的としています 
＊世界経済フォーラムとは、世界が直面している問題改善に取り組むことを目的にスイスで設 

立された民間非営利の団体のこと 

＊ジェンダーとは、生まれついての生物学的性別に対して、社会通念や慣習の中で作り上げら

れた「男性像」「女性像」のこと 
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「羽曳野市男女共同参画推進プラン（10 か年計画書）」の策定に向けて、市

内在住の18歳以上の市民を対象に男女共同参画に関わる意識やニーズ等
を把握し、プラン策定の基礎資料とするために市民意識調査を実施しました。

その設問の中で、 

 

  今後、男女が社会のあらゆる分野でもっと平等に
なるために、最も重要と思われるものは何ですか？   
 

という項目があり、最も回答数が多かったのが、「女性を取り巻く様々な偏見、
固定的な社会通念、慣習・しきたりを改めること（33.6％）」という回答でした。 

生まれついての生物学的性別に対して、社会通念や慣習の中で作り上げられ

た「男性像」「女性像」のことをジェンダーといいますが、日本は世界の中でも
社会通念上の男女格差が大きい国であり、ジェンダー・ギャップ指数は 148

か国中 118位です。 

慣習の中で作り上げられた男女格差は、慣習の中で解消されるほかありませ
ん。それには多くの時間を要しますが、解消の第一歩は一人ひとりの意識を変

えることから始まります。 

 
羽曳野市の市民意識調査では先の設問に対して、 

「小さいときから家庭や学校で男女平等について教えること（26.0％）」、「法

律や制度の上での見直しを行い、性差別につながるものを改めること
（25.9％）」という回答の次に「男性の意識改革を図ること」が 22.4％となっ

ており「女性の意識改革を図ること」もその半数 11％の回答がありました。 

 

 
 

羽曳野市 市民意識調査 



 

 
 

「女性を取り巻く様々な偏見、固定的な社会通念、慣習・しきたりを改める」と

いうことは「男性を取り巻く様々な偏見、固定的な社会通念、慣習・しきたりを
改める」ということにも通じます。 

掃除や洗濯は女性の役割なのか、生活費を稼ぐのは男性の役割なのか、女

性にはリーダーとしての力が足りないのか、男性は育児ができないのか。 
男性だからといって仕事一筋にならなくてもいい、女性だからといって家事労

働に責任を持たなくてもいい、そういう意識を持つことが社会の構造を変えて

いきます。 
女性（男性）はこうあらねばならないと社会的・文化的に形成された性別にと

らわれるのではなく、一人ひとりの特性を大切にする視点がジェンダー・ギャッ

プの解消につながるのではないでしょうか。 
 

 

《「令和 7年羽曳野市男女共同参画に関する市民意識調査報告書」より》 
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女性を取り巻く様々な偏見、固定的な社会通念、慣習・

しきたりを改めること

小さいときから家庭や学校で男女平等について教えること

法律や制度の上での見直しを行い、性差別につながる

ものを改めること

男性の意識改革を図ること

育児や介護・看護を支援する施設やサービスの充実を

図ること

職場において性別による待遇（配置や昇進など）の差を

なくすこと

女性自身が経済力をつけたり、積極的に知識・技術の

向上を図ったりすること

女性の意識改革を図ること

政治分野や政府における重要な役職を一定の割合で

女性とすること

自治体、企業などにおける重要な役職を一定の割合で

女性とすること

その他

無回答

(%)

全体(n=738)

女性(n=410)

男性(n=312)

ジェンダー・ギャップの解消に向けて 

問：今後、男女が社会のあらゆる分野でもっと平等になるために、最も重要と思われるものは何ですか？ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
発行  羽曳野市 市民生活部 人権推進課 
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男性のための電話相談  
 
専門の男性相談員が電話を受け付けます 
 

実施日時 

 第１・４水曜日 16時～20時  

第２・３土曜日 11時～15時 

※相談日が年末年始・祝日にあたる場合は、

他の週に振り替えて実施します 

 

電話番号  
０６－６９１０－６５９６  

※緊急時対応のため、ナンバーディスプレイを
用いております 

 
 

 

 

 

事業運営  ドーン財団 

主    催  大阪府 

（令和8年4月現在） 

 

 
羽曳野市女性相談  

（LGBTQ＋に関する相談 可） 
 
◎専門相談員【要予約】 

実施日時 

第１水曜日・第４水曜日 

13 時 30 分 ～ 16 時 30 分             

（おひとり５0分） 

面接相談・電話相談 いずれも要予約 

※偶数月の第４水曜日は面接相談のみ 
 

予約電話 

 072-958-1111（内線 1055） 

 

 
◎相談支援員【予約不要】 

実施日時 

毎週  月 火 木 金 

10時～15時  （おひとり５0分） 

面接相談・電話相談 予約不要です 

 

ご相談の電話 

 072-958-1111（内線 1055） 

 

＊匿名でも相談できます 

＊秘密は厳守します 

＊DV、様々な人間関係、健康につ

いてなど、女性が抱える悩みを専

門の相談員が一緒に考えます 

＊相談料は無料です 

  ただし、電話料金は自己負担となります 

家族・パートナー、職場の人間関係、生
き方、からだやこころの不調など・・・ 
誰かに相談したくても、ひとりで抱えて
いる方が少なくありません 
 
困ったときは、お気軽にご相談ください 
専門の男性相談員がお電話をお受け
します 
 

匿名で相談できますのでご安心くださ
い 


